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｣
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く
町
営
住
宅
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つ
め
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及
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地
方
自
治
法
甫
和
二
十
二
年
四
月
法
律
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受
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収
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あ
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叉
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･
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又
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.
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重
に

意
見
を
汚
い

豊
す
る
住
宅
困
窮
魔
窟
最
悪
丁
誓
町
-
尉
に
読
-
雷
る
嘉
者
選
考
委
員
会
0

て
走
ゆ
る
¢
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5
町
長
は
'
讐
項
に
票
す
る
者
-
ち
,
寮
四
条
芸
-
る
蔓
由
に
係
る
者
二
手
オ
志
芸
を

′
禁
じ
て
-
寡
婦
､
引
-
皮
-
長
が
雷
-
準
芸
人
を
有
す
る
底
額
所
要
で
す
葦
霊
町

営
霊
宝
写
る
こ
と
-
-
し
て
-
者
に
つ
-
は
､
竺
-
ら
蔚
管
で
の
裁
定
芸
か
わ

.
ら
ず
､
雷
が
雪
を
L
i
i
J
.
k
営
住
宅
蛋
先
給
に
誉
し
ま
賢
言
こ
と
等
量
0
,

(
入
居
祷
欠
者
)

発
条
.
何
長
は
､
前
条
の
豊
-
1
,
V
入
居
者
を
-
す
る
-
把
葦
て
､
入
居
嘉
可
孟
芸
の

ほ
か
に
p
補
欠
と
し
て
大
富
位
を
-
て
必
要
と
-
濠
の
入
居
雲
者
是
め
る
J
J
と
が
で
き
る
O

2
∴
町
長
は
､
大
雪
等
差
-
が
町
営
署
-
居
し
な
1
J
J
巷
は
､
霊
の
意
雲
者
冨
ち
か

ら
入
居
膝
位
把
捉
や
<
居
者
を
決
定
し
夜
け
れ
ば
改
ら
な
S
O

/
(
澄
宅
r
<
厨
手
鉾
)

莞
条
･
富
葺
の
大
富
-
-
芸
は
,
雷
-
つ
-
か
ら
言
以
内
に
､
次
芸
冨
浮

る
手
続
を
L
を
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

r
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村
掲
把
居
住
し
､
か
つ
入
居
を
許
可
等
れ
走
者
と
海
容
毘
滋
J
i
の
額
.
i
(
.
著
者
す
る
者
f
J
.
野
長
が
適
当
と

討
渉
る
傑
華
人
の
護
穿
す
る
詫
春
を
凄
め
す
る
A
J
と
｡

t
l
第
十
四
分
の
難
産
把
よ
か
敷
金
を
新
帝
す
る
こ
と
●

之
内
約
絹
謂
㌶
謂
蛸
岬
㍑
鵬
謂
紬
的
舶
鯛
㌍
蛸
鰭
塁
…
舶
抑
舶
㈹
舶
開
脚
絹
的
鵬
醐

密
に
定
め
る
手
洗
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
i
｡

与
　
町
長
誓
帯
封
の
蕪
鰭
が
あ
る
と
誇
め
る
者
に
対
し
て
紘
､
､
警
串
韓
毒
の
蒜
冠
に
t
G
る
碧
蒜
餅
野

人
の
連
署
を
必
要
と
し
竜
S
こ
と
と
し
,
八
軒
壌
壁
書
に
規
定
す
る
敦
盛
の
城
免
若
し
く
は
徴
収
の
猿
予
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

4
　
町
長
j
=
'
町
営
住
宅
.
の
入
居
を
許
可
さ
れ
た
者
が
第
二
敏
文
は
蟹
]
境
に
窺
建
す
る
封
田
内
に
歩
1
番
め

事
績
を
し
嶺
竹
と
尊
は
､
町
営
住
宅
入
居
の
許
可
を
取
食
滞
す
こ
と
が
で
呑
る
.

〇
　
町
番
は
,
町
営
住
声
の
入
寮
を
許
可
さ
れ
,
た
者
が
韻
l
虫
叉
は
撃
義
の
手
軌
を
し
た
と
き
誓
当
訟
入

表
讐
監
)
 
J
て
す
書
か
に
芸
住
宅
0
<
層
可
富
を
通
知
し
誇
れ
ば
雷
な
い
.

第
十
奥
　
付
智
住
宅
の
家
賢
は
,
汰
:
･
l
S
十
二
姦
婦
】
韻
及
び
令
弟
鱈
粂
吃
規
定
す
る
算
出
方
法
に
よ
か
欝
出
し

た
蜂
の
範
囲
r
C
に
お
i
て
部
に
条
例
で
定
め
る
｡

(
貸
賃
の
済
免
又
姥
教
敏
電
予
)

･
尉
十
二
架
　
年
長
は
,
次
の
各
号
に
播
け
る
特
別
G
l
革
鴇
遠
あ
る
着
金
に
お
い
て
は
､
家
賢
の
滅
偉
又
は
徴
収

の
懲
予
を
重
安
と
誇
め
る
者
に
対
し
て
町
ノ
長
が
定
め
る
減
免
淑
免
基
準
に
よ
タ
当
款
家
賃
の
拭
免
叉
は
徹
攻

の
､
蘇
予
を
す
る
こ
と
が
で
_
卓
る
｡

一
入
居
者
(
豪
五
条
蒋
一
号
に
藻
琴
す
る
解
放
を
含
む
･
｡
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
河
碑
と
す
る
｡
)
の
収
入

が
著
し
く
底
議
で
あ
る
と
巷
｡

I

 

r

　

　

　

.

_



司

7
7
入
居
者
が
疾
病
妃
か
か
っ
た
と
を
.

畠
入
着
者
が
災
害
把
よ
･
q
著
し
い
纏
寮
を
受
け
た
と
専
〇

四
そ
の
他
前
各
号
柁
準
ず
る
特
融
空
車
帝
が
為
る
と
巷
｡

(
琴
軍
Q
資
更
)

字
三
条
次
冨
号
三
に
-
…
額
合
-
-
琴
I
a
j
j
<
臣
芸
-
韓
-
尊
は
,
執
墓
等
･

謂
醐
謂
:
.
f
i
J
鮒
州
的
虻
紺
獅
閑
的
如
即
納
鍔
は
鯛
的
細
川
柑
篭
こ
と
が
で
-

二
7
公
儀
住
宅
指
互
r
l
t
J
t
l
.
這
お
け
る
祝
賀
の
撃
警
高
安
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
○

題
材
営
住
宅
に
つ
S
て
改
良
を
臆
し
た
と
き
･

五
　
誌
誓
霊
芸
鼠
-
-
-
二
条
空
･
J
E
I
S
遠
-
る
月
詣
(
法
学
三
簸
望
項
芸
崇

す
る
月
琴
誓
誓
言
芸
に
､
お
5
.
V
誓
当
姦
月
鞄
蟹
の
鮭
-
こ
え
て
芸
を
宗
し
･
又
誓
仇

讐
定
め
よ
う
と
す
る
と
垂
は
､
公
療
金
を
ー
-
て
-
配
係
人
及
び
学
慧
蒜
冨
る
雷
裏
革
警
防

を
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(

革

質

の

一

端

毒

)

　

　

　

　

五

竿
三
喪
家
馨
は
､
岩
鼻
第
蚤
の
入
居
可
-
-
芸
豊
富
･
i
l
p
.
誓
た
日
八
･
蒜
O
J
t
芸
の
私

君
蒜
は
軍
藻
の
撃
求
買
っ
た
旦
享
教
攻
す
る
q

q
　
雷
は
､
毎
月
釆
有
蓋
中
で
帝
け
渡
し
た
騎
合
は
明
け
渡
し
た
旦
享
誓
冨
雷
藁
付
し
貴

け
れ
ば
孜
ら
夜
い
O
'

さ
　
入
居
者
が
新
た
完
宅
把
入
居
し
-
合
又
-
宅
を
研
け
-
た
-
-
S
t
J
そ
言
の
冨
掬
閑

が
7
月
は
満
た
竜
S
と
き
は
･
そ
の
月
の
寮
費
桔
日
新
計
算
妊
i
.
i
る
0

4
　
歪
宥
警
三
十
七
粂
把
璽
写
る
手
誓
-
恵
･
!
r
P
住
-
-
-
と
是
,
竺
項
蒜
牢
に

か
か
わ
ら
ず
'
町
長
が
明
渡
の
日
を
討
達
し
,
そ
の
日
ま
で
(
b
l
家
鴬
を
哉
収
す
る
〇

一

･
1

T

　

･

･

･

J

u

■

･

　

　

　

.

.

■

､

L
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(
敷
　
金
)

弟
十
四
条
　
町
長
は
､
入
居
者
か
ら
三
月
舟
の
家
安
八
衰
賃
が
変
更
盲
れ
た
場
合
は
当
該
家
賃
の
撃
に
嶺
当

す
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
S
て
薮
金
を
額
収
す
る
も
の
と
す
る
｡

～
　
南
蛮
に
窺
定
す
る
敷
金
は
､
入
居
者
が
住
宅
蔓
適
-
と
J
P
､
こ
れ
を
題
材
す
る
｡
た
だ
し
､
未
納
屯
家

軍
都
塞
賃
料
叉
紘
封
書
賠
償
金
が
あ
る
せ
き
は
､
敷
金
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
捜
除
す
る
｡

古
　
敷
金
に
は
利
子
を
す
け
恵
S
.
-
I

(
敷
金
等
の
運
用
)
-

欝
十
五
条
　
町
長
は
､
敷
金
を
国
債
へ
地
方
債
又
推
社
債
の
取
得
､
預
金
､
.
土
地
の
取
得
費
に
あ
て
る
等
安
全

確
実
竜
方
法
で
運
用
し
を
け
れ
ほ
な
ら
を
い
｡

之
　
前
項
の
競
走
把
よ
り
適
用
し
て
得
た
制
,
W
金
は
､
共
同
施
設
の
建
設
に
要
す
る
監
用
に
充
て
る
等
入
居
者

の
共
同
の
利
便
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
q

(
惨
潜
費
用
の
負
担
)

第
十
六
条
　
町
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
修
繕
に
穿
す
る
費
用
(
畳
の
表
替
え
'
,
故
損
ガ
ラ
ス
の
取
替
え
等
の

の
軽
微
を
儀
籍
及
び
給
水
役
'
点
滅
器
そ
の
他
附
帯
施
設
の
構
造
上
重
要
i
J
潅
S
部
分
の
惨
超
に
肇
す
る
費

用
を
除
く
O
)
　
は
ハ
　
町
の
負
担
と
す
る
.

之
　
入
居
者
の
責
に
帰
す
べ
専
事
由
把
よ
っ
て
潮
境
に
掲
げ
る
依
頼
の
必
軍
が
生
じ
た
と
き
は
'
同
項
の
競
淫

に
か
か
わ
ら
ず
､
入
居
者
は
､
町
長
の
選
択
に
従
S
､
修
繕
し
ヽ
又
は
そ
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

恵
S
o

(
入
居
者
の
費
用
負
担
義
務
)

菊
十
七
粂
　
次
の
各
号
に
捲
け
る
蛍
用
は
ヽ
･
入
居
者
の
負
担
と
す
る
O

一

電

気

I

P

ガ

ス

'

水

道

及

び

下

永

道

の

使

用

料

　

　

　

　

　

　

　

.

7
7
汚
物
衷
び
じ
ん
か
い
の
処
理
に
要
す
る
療
用

_

　

1

_

.

.
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･

･

-

･
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I
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･

･

･
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A

-

-

･

･

-

･

;

一

i

l

.

1

　

■

.

･

･

･

;

･

三
共
同
施
設
の
使
用
に
軍
す
る
資
膚

二
(
入
居
者
◎
保
管
轟
務
)

竿
八
条
入
居
者
誓
町
営
住
宅
又
は
共
同
鮎
敦
の
-
-
-
必
-
注
意
-
い
･
こ
れ
ら
蓋
常

を
状
欝
お
S
h
,
維
持
し
浸
け
れ
ば
竜
泊
な
S
O

苧
九
条
入
居
者
が
当
該
町
営
住
宅
を
引
き
-
十
五
舶
以
上
貰
し
な
叶
と
差
､
宝
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
･
s
l
､
届
姑
を
し
を
抄
れ
ば
を
ら
な
S
O

竺
十
条
入
居
者
は
､
町
営
住
宅
を
他
者
-
し
､
文
芸
入
居
の
患
晶
の
孝
義
#
J
て
慧.

＼

ら
夜
S
｡
寵
だ
し
､
-
-
-
-
と
-
､
当
-
菅
笠
0
1
-
飽
芸
-
-
と
が
で
虐

＼
る
｡

警
十
1
粂
入
居
者
は
-
営
住
宅
以
外
の
用
途
-
用
し
て
-
ら
な
い
○
た
-
芸
芸
警
得
た

I

と
き
は
､
当
該
町
営
住
宅
竺
-
住
宅
以
外
宗
達
把
併
用
す
る
こ
と
が
で
奮
る
〇

第
=
十
二
余
人
-
紘
,
町
僧
住
宅
を
-
香
し
,
又
は
増
築
し
て
は
芸
や
｡
-
し
･
原
雷
雲

蒜
童
が
容
易
で
あ
る
-
把
お
等
,
町
長
芸
-
-
と
.
長
,
･
と
､
の
険
阜
な
い
｡

卓
町
長
は
､
前
慧
蓋
-
ラ
-
少
,
入
居
者
が
当
-
宅
-
汁
-
と
き
は
･
入
居
者
芸
用
で

票
回
要
は
-
-
う
･
{
き
こ
と
-
件
与
る
も
の
と
す
る
○

/

有

人

に

関

す

る

決

登

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

竺
十
三
粂
町
長
は
,
争
入
居
者
の
-
-
p
,
･
入
居
の
日
-
る
月
-
で
旺
･
そ
曇
芸

人
基
準
密
通
の
有
腰
を
決
定
し
､
入
腎
旨
尼
臣
訂
r
恵
.
.
≡
.
′
､
i
巨
ー
.
‥
=
.

し
て
S
る
期
間
が
引
竜
続
き

肥
土
醐
絹
的
臥
雛
棚
㌫
棚

さ
　
革
]
項
の
収
入
基
準
は
,

l
万
六
千
円
と
す
る
｡

｡

1

-

.

ノ

1

.

,

か

　

.

T

 

t

>

.

車

F

q

n

U

･

眉

t
､
入
居
者
把
若
す
る
｡
た
だ
し
,
当
-
東
宝
!
t
J
町
営
苦
笑
居

三
年
は
満
た
な
い
入
居
者
-
1
t
J
は
1
こ
蒜
書
芸
○

の
易
学
る
月
の
-
-
で
妃
･
町
長
是
-
と
こ
ろ
-
少
･
収
入

ば
な
ら
な
払
Q

竺
苦
言
宅
-
つ
て
望
方
二
千
円
､
警
-
営
住
宅
把
あ
つ
て
は

(



-Jd

_ト､∴･

40

71

)

.

･

･

･

.

.

.

-

モ

ー

｣

入
居
者
は
'
曇
項
の
決
定
妊
対
し
､
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
か
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
篭
る
O

こ
の
観
合
に
お
S
て
は
'
町
長
は
､
意
見
の
内
容
を
審
査
し
､
必
軍
が
あ
れ
ば
岡
痕
の
決
定
を
更
正
す
る
｡

･
町
長
は
,
攻
入
基
準
超
過
が
あ
る
と
染
走
竜
れ
た
入
居
者
把
つ
S
て
'
収
入
基
準
点
通
が
を
-
な
り
'
叉

.
は
漉
少
し
た
と
務
め
る
と
き
は
'
そ
.
の
旨
の
決
表
を
し
な
け
れ
ば
な
.
ら
な
S
｡
た
だ
し
.
当
歓
溌
食
紅
よ
り

都
増
賃
料
の
額
托
変
数
の
竜
い
と
J
P
妹
､
A
J
の
限
少
で
な
い
｡

●
 
-
*
押
入
基
準
超
過
が
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
入
居
者
は
､
収
入
基
準
嘩
過
が
な
く
怒
り
､
又
は
減
少
し
た
と
竜

は
､
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
把
手
C
t
､
前
額
の
決
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

†
　
第
四
項
の
耕
定
は
､
第
五
現
の
決
達
に
つ
S
て
準
用
す
る
｡

(
明
渡
努
力
義
務
)
　
　
ー

警
手
四
条
　
収
入
基
準
超
過
が
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
入
居
者
は
'
当
敦
町
営
住
宅
を
明
け
渡
す
よ
う
に
寮
め

I

怠
け
れ
ば
怒
ら
夜
S
.
.
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
当
該
入
店
者
か
ら
の
申
出
が
あ
る
と
巷
は
'
日
本
住
宅
公
団

の
住
宅
そ
の
飽
適
当
な
住
宅
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
.

(
常
増
賃
料
)

I
 
I
;
:
L
J
芋
五
条
　
収
入
基
準
超
過
が
あ
る
と
決
定
盲
れ
た
入
居
者
は
'
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
妊
よ
か
'
当
該
決

定
の
日
(
入
居
者
の
賓
把
帰
す
べ
巷
事
由
に
よ
か
部
将
賃
料
の
教
収
を
免
れ
た
と
き
は
､
入
居
の
日
か
皇
二

年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
町
長
が
攻
入
基
準
超
過
が
あ
つ
た
と
諮
浸
し
､
た
日
｡
た
だ
し
､
当
鼓
決
定

の
日
か
ら
三
年
を
こ
え
て
湾
か
の
は
る
こ
と
.
が
で
重
な
1
0
)
の
翌
日
か
ら
収
入
基
準
超
過
が
＼
聴
く
怒
っ
た

旨
の
決
定
の
日
の
前
日
又
は
明
渡
の
日
ま
で
'
都
増
実
科
を
支
払
わ
な
け
れ
･
は
な
ら
な
S
｡

之
　
何
項
の
漸
増
資
料
の
額
は
､
寅
十
条
の
規
定
に
よ
少
定
め
､
又
は
第
十
二
億
第
]
項
の
親
建
把
よ
り
変
更

し
,
老
し
く
は
封
に
定
め
､
た
家
貴
糞
攻
め
各
号
■
紅
渇
け
る
革
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
.
た
だ
し
7
十
円

未
満
の
は
数
を
生
じ
た
と
巷
は
(
　
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
｡

)
.
竺
種
町
営
住
宅
に
つ
S
て
は
,
当
歌
入
居
者
'
O
攻
入
雪
芳
二
千
月
を
こ
え
四
万
円
以
下
で
あ
る
と
決

ヽ

.

.

.

工

.
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二
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.
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.
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L
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ー川　-

き
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.

ヽ

.

.

.

建
さ
れ
た
療
合
把
お
等
は
〇
三
T
､
由
万
円
を
こ
え
る
と
決
声
名
れ
た
巷
合
肥
だ
t
J
は
0
品
　
㌔

一
芸
二
嘘
町
営
住
宅
琶
1
t
J
は
,
当
哉
入
居
者
の
攻
入
竺
雲
千
円
を
こ
き
方
二
千
円
以
下
で
払
る

I

去
決
誉
れ
た
誓
芸
S
～
は
0
｡
三
,
三
万
二
千
円
-
え
四
万
円
-
で
あ
る
と
決
誉
れ
＼
た
場

合
に
お
S
t
J
は
○
芸
,
四
万
円
を
と
え
る
と
決
定
苛
れ
た
場
合
妃
お
S
V
は
O
o
<

学
芸
(
空
言
除
-
｡
)
及
び
-
三
条
-
-
泉
定
は
､
望
慧
層
貢
竺
S
七
草

用
す
る
｡

有
人
牧
況
9
竜
告
の
脊
求
等
)
.

弟
二
十
六
条
芸
は
'
-
表
の
-
-
-
葺
の
淡
免
又
-
-
予
･
讐
十
三
条
の
悪
に
よ

る
笑
に
警
る
決
麿
等
の
措
雷
-
必
要
が
あ
る
と
薄
め
る
と
卓
は
･
入
居
者
芸
人
汲
況
把
つ
等
､

当
鼓
入
居
者
若
し
-
-
の
借
主
,
取
引
先
-
勉
の
･
･
･
芸
人
-
-
-
･
又
は
塞
署
蛋
慧
筈

資
を
封
党
首
せ
!
若
し
-
紘
そ
の
内
容
を
記
鼻
音
せ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
竜
る
○
-

.
l
　
町
長
は
'
瀞
項
に
親
衰
す
る
韓
棋
～
･
 
,
当
高
城
負
を
指
定
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
専
る
○

き
　
町
長
又
は
当
該
鷲
は
､
新
二
慧
-
-
-
の
-
上
知
-
た
礎
-
嘗
し
･
又
は
窃
用
し

て

は

な

ら

を

い

P

 

I

(
住
宅
の
観
査
)

警
十
七
粂
入
居
者
は
品
営
住
宅
-
菩
-
与
る
と
孟
･
雷
警
豊
は
雷
で
,

住
宅
監
理
鼻
又
は
町
長
の
指
定
す
る
者
の
改
壷
を
受
け
な
け
れ
ば
も
ら
な
S
O

貞
　
入
居
者
が
竺
十
二
銀
鈴
蒜
の
-
…
-
営
住
宅
を
喪
榛
春
し
･
又
毒
薬
し
た
と
長
･
雲

の
検
査
の
時
享
誓
入
居
者
買
用
で
原
状
の
回
復
叉
は
撒
貴
を
行
雲
け
.
九
は
雷
な
い
･

(
住
宅
の
萌
疲
滞
空

警
十
八
桑
芸
は
､
入
-
が
次
-
号
の
蒜
-
す
る
-
-
等
は
,
当
雲
居
者
旺
対
し
･

当
･
鋲
町
営
住
宅
の
明
渡
を
静
求
す
る
こ
と
が
で
竜
る
○

I

.
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一

･
･
]

不
正
の
行
為
に
よ
っ
で
入
居
し
た
J
J
を
｡

寮
費
又
は
部
将
黄
村
里
二
月
以
上
清
新
し
た
と
J
P
.

当
顧
町
営
住
宅
又
は
共
同
施
腰
を
故
意
に
i
r
摸
し
た
と
J
～
'

電
芸
由
-
-
等
十
-
以
ノ
書
菅
住
宅
主
用
し
"
J
J
J
P
.

第
十
九
条
か
ら
撃
羊
二
兎
ま
せ
の
泉
定
紅
蓮
皮
し
た
と
･
～
｡

芸

の

豊

笠

島

雷

電

-

慧

嘗

-

け

芙

-

は

･

す

-

-

当

苦

言

誓

萌

.

J

L

.

.

.
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h
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=
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ノ

こ

J

J
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■

　

昭

王

　

　

朝

刑

場

ザ

b

)

丑

冴

一

刀

収

r

t

■

J

i

;

一

同

.

月

と

■

t

W

V

t

B

.

g

I

d

･

I
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I

.

.

I
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~

.

-

.

｣

｡

一

.

1

け
誓
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
こ
の
誓
覧
等
は
･
入
-
は
･
町
長
芸
-
-
ろ
望
む
.
S

讐

雲

量

賢

翌

夏

ら

明

-

-

-

-

-

≡

-

-

す

る

慧

誓

頗

償

P

J

な

け

れ
ば
な
ら
な
S
｡

(
佳
肴
整
理
員
及
び
管
理
人
)

竺
十
九
条
壱
宅
霊
長
は
･
町
長
が
町
-
-
-
ら
二
人
-
の
範
-
M
t
J
富
す
る
｡
､

之
住
宅
霊
長
は
E
町
営
住
喝
を
悪
霊
の
芸
に
-
畠
嘗
誓
つ
書
ピ
タ
､
芸
住
宅
及
び
そ

の
環
境
を
良
好
な
状
況
に
練
持
す
る
よ
う
入
居
者
に
肇
等
指
等
を
与
え
る
｡

さ
.
町
長
は
､
住
宅
霊
長
の
豊
を
-
-
る
た
め
･
在
宅
芸
人
-
-
こ
と
誓
え
/
O

▲
住
宅
管
実
は
､
住
宅
監
理
項
の
-
-
-
･
農
芸
長
所
の
箸
等
'
入
雲
と
星
雲

事
券
を
行
う
｡

8
､
 
-
負
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
,
住
宅
-
-
び
住
-
-
乾
き
必
-
芸
は
､
一
筑
警
鐘
､

ヽ

め
る
○

(
立
入
竣
査
)

聖
十
条
町
長
は
,
町
営
住
宅
の
菅
望
-
が
あ
る
と
-
る
と
-
･
住
宅
署
蓋
し
-
は
町
長
の

之
婚
約
机
㈹
約
錯
鯛
鵬
絹
義
郎
鴇
r
p
S
錯
鵬
悶
緋
約
れ
絹
硝
錆
約
･
震
"
i
㌍
襲
G
S
･
 
'
Q

r

一

l
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･

p

j
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t

＼

の
入
居
者
の
音
譜
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(

前

-

那

)

第
三
十
]
粂
　
町
長
は
､
入
居
者
溺
詐
欺
そ
の
他
の
不
正
行
為
把
よ
か
菓
責
又
は
敷
金
の
全
称
又
望
滋
の
救

収
を
免
れ
た
と
き
は
'
そ
の
後
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
把
相
当
す
る
金
輯
以
下
S
i
科
を
科
す
る
.

(
施
行
鹿
部
玖
利
達
)

撃
]
l
十
二
粂
　
こ
の
条
例
の
施
行
貯
必
賢
な
事
境
は
､
泉
鮒
で
定
め
る
｡

.

附

　

　

則

⊥
･
t
む
の
条
例
は
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
･

之
　
三
朝
町
営
住
宅
管
理
条
例
(
磁
和
二
十
九
年
町
粂
併
雪
盲
?
以
下
r
旧
条
例
｣
と
い
う
｡
)
は
･
廃

i
.
止
す
る
｡

さ
.
掴
条
例
の
適
用
に
つ
S
て
第
7
歳
町
営
住
宅
又
は
撃
7
穫
町
営
住
宅
と
与
を
盲
れ
た
住
宅
で
こ
の
条
例

9
施
行
の
儀
鶴
に
町
が
管
理
す
る
も
の
は
'
こ
の
､
条
例
の
適
用
に
つ
S
て
も
､
そ
れ
ぞ
れ
封
一
種
町
常
任

宅
又
は
蔚
二
種
町
営
.
住
宅
と
み
な
す
｡

.
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捕
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'
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:
,
 
J
T
7
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,
.
(
.
パ
･
L
T
T
w
T
.
:
.
A
.
㌍
誓
…
量
･
-
…
竺
二

五
　
倍
和
三
十
四
年
六
三
日
に
お
S
て
菟
把
町
営
住
宅
に
入
居
し
て
1
る
入
居
者
は
･
第
二
十
三
条
虫
二

項
の
裁
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
同
日
把
等
敢
町
償
住
宅
に
入
居
し
た
も
の
と
与
潅
す
.
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